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優先制度と戦時統制手段の開発

第二次大戦期アメりカの経済動員体制(1)一一

キヰ 堅 太 良H

I Iま じ め

戦後世界経前り発展が， アメリカ経済の軍事的性絡に深〈かかわり， し古3 も

乙の軍事的性格というものが第三次大戦を一大転機に強められ発展した ζ とを

考えると， 第二次大戦下のアメりカの経済動員過程，即ち戦時国家独占資本主

義の統luUTC立の変遷とその経済的諮結果， を分析することは，現代の世界経済

の発展と循環を理解するうえで少なからぬ意義をもつものと予想できる。 この

際，注目じかいのは，戦時経済動員の特殊性を規定し，戦時と「平時」の区別

を明らかにするよとはぜひとも必要であろうが，戦時期は3 国家の統制手段開

発が極度に推進されるという経過をたどるのであるから，ここに，より一層明

瞭に国家独占資本主義の本質的契機が把握されるのではないか， という視点で

ある。

以上の経過から小論は， アメリカにおける戦時経済動員を，統制手段の開発

過程を中心にすえて把握しようとするものである。ここにみる統制手段開発過

程の主要な特徴は，行政諸手段による戦時目的に向けた経済的諸資源の直接的

続出・也ふと ~~:bi;， 三ゐ過主主走過去さ示達汁さh元浪半間志士 r白白金争

ゐ二金的砕組」を住舟ι広夫ι走 t5~G ， 左ゐ l~ 己 ι モ「主担率的」己主主t言動員

をはかっていくか， という一見才盾した課題であった。

弟二次大戦期アメリカの経済動員は， 1940年 5月末の国防諮問委員会 (Advi-

sory Commission to the Council of National Defense)の創設をもって開始され1う

1) 7メリカの噛耳動員は形式的には， 1939年 8月の戦時賢開局 (W町 R(osuurc!!sB岨，d)をもっ
て始まるとみてよい。
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以降， j-IJU度的変遷を重ねるのであるが， この課題をめく、る戦晴動員計画あるい

は戦時統制居、怨ばす Eに第一次大戦直後から始まり， ニューディーノレj明にかな

り論議されている。 1931牛に成立した「陸軍省計画J 第 次産業動員計画〉から

1939午の第四次産業動員計画に至る数次の諸計閣が論議の主要な対象であハた。

lE夫毛主和三元応ι50戦時金会よゐ編或杏fi， I主主合成剥ゐ圭武喜，尚も，

価格決定，優先，徴用」のの権限を国家動員機構に掌掠す5こと，特に，経済諸

資i僚官を園家的白的に準!じ乙て優4朱伝的tにこ誹調j達.確保させる為には「優先制度 (σPrio回o

口出tv同lJ 手脅守実施する ζ と由がt九 r白由経済?古制有剖]度」 の根幹にJ虹江山]抽1独虫せずに効率的な産業

量動)貞をf合'j-~ 1j仇記吟毛品4とみられたヘとのことは第-次大戦附j期羽動員の社会経済

的因難蜘蜘刀炉、ら竺引じた問題， ftpち戦時利潤の統晶一動として集中していった経過に

深くかかわっている。大戦中，原価加算方式 (C田 tPlus 10% Principle) の調達

が生産原佃lの高騰へと傾到し，巨大な戦時利潤の取得と他方での財政負担の急

増・通貨危機への進展がひきおこされたという事情があったのである。

戦時利潤の統制運動は，まず財政負担の公平化を求める運動として始まり，

戦争直後にアメリカレジョン(従軍軍人団〉の産業・資源・用役の戦時政府統制

強化の要求となって現われたへ さらに1931年の「陸軍省官|函J，ならびにこれ

と関連して出された戦時政策委員会の戦時利潤課税)j式に対する議会を中心に

したシピリアンコ γ トローノレと，草部・私的独占の抗争がこれを引継いでいる。

1934年，上院議員ナイを中心とする軍需品産業審査の為の t院ナイ委員会は

この「陸軍省計画」のもたらす「資本と労働に課する負担の不平等と暴利に対

する有効な保障の欠如3 市民の自由保護の不適当性」を指摘し， これをもって

しては政府の財政上の利益を守ると左は不可能であり，原価加算方式について

は無効にすべきである， と論じた門，議会を中心としたこのような戦時利潤統制，

陸軍省企画部長であったC.T ハ Pス大佐は戦時芳IJ)問責課税の動きに対し，

2) H. J. Tobm and P. W. Bidwel1. 1Vlobiliz問 gC:四d叫氾 AmcricaJ'， 1940， pp. lGl-1G2 
3) B. M. Baruch， A問 ericanlndustry in the War， A Re伊 rtQf the War Industry 
Board. p. 29 

4) H. J. Tobj，l and P. W. Bld'wc1i， ot. cit.， pp. 35-37 

蜘
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1937年，上院委員会で次のように証言L-，統制Jの動きに反対している。

「陸軍省は公正矛IJ潤を信じます。これはこの国の利潤制度であります。一

陸軍省は，私達が重視する必要な軍需品生産としづ機能を阻止したり破壊する

ような手段を採用してはならぬと思います。言い換えれば，生産を刺激する原

動力に干渉することには反対なのですoJめ

また私的独占も軍需調達に上旬決外な戦時利潤を取得しておきながら，戦後

課税法によるヘスレエム鉄鋼会社の軍需牛康体系あるいはレミ γ グストンのエ

ジストプラント(ライフル製造〕の破壊を口実に，戦時利潤のみならず，より安

定した経営の保障を要求する行動をとった。(第二次大戦初期の白動車，化学，銅

生産等の私的独占による軍需転換サボタージムはこ Dことを明瞭に示している。〉

こうした軍部と私的独占による産軍結合体と，議会を中心にLたシピリア γ

コγ トローノレの「対抗」関係がもたらす現実的解決が，国家の統制機構の強化

Ic，優先制度を経済的諸資源動員の主要な環とした割当統制権限の集中であっ

た。言い換えれば i資源の流れを望ましい生産の運河に導〈最も直接，強力

したがって最も重要な方法」としての優先制度によって i国家の緊急・不可

欠の必要を 切考えた後，調達計画に優先順位を設け」ベ戦時経済動員の効率

的な達成をはかるとともに，優先調達を認可あるいは取消す権限を国家の統制

機構に掌J屋する ιとにより嫌がる実業家に協定価格を承認せしめる上 Cの

有力な武務」れにし，一方で財政負担の過重，民オ政通貨危機ヘの発展を回避しな

がら，他方でこれを背景に私的独占にとって有利な「競争的条件」の整備拡充

と，私的独占相互の競合を組J織することを通じて生じる「経営努力合理化

を軍需産業労働I者への攻撃として転嫁していく方策である。

第一次大戦の経験をふまえ，ニ t ーデイ「ノレJt!lに発展してい勺た戦持統制J手

段の開発をめくる論議の核心部分は.以上のように，戦時動員のあり方世何に

5) lbid.， p. 1吹)

6) í1939年陸軍省悼正直業~WJ員計画 J I-I. J. Tobin and P. W. Bidwell， O.ρ CU.， Appendix， 
p. 24(リ

7) H.]. Tobin and P. "¥V. Bidwell， O.ρcit.， p. 154 
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求めればよいかの基本を明瞭に示していると言えよう。したがって，次に，連

邦予算の九割=3，C日O億ドル以上の軍需調達をひきおこした第二次大戦期の調

達統制j手段の現実の開発過程を実際に跡づけてみる必要がある。

11 

1940年 8月12日，陸海軍軍需局優先委員会から陸海軍のすべての調達につい

て，重要物資調達に関する優先制を実施することが公表された九 これは，陸

海軍の発注品に対し，納期の緊急性に応じて A-1，A-2.....A-10 t格差づ

けられた優先順位を取得さ十る規定であるo また 8月14日には，優先順位を指

定される電要緊魚、物資の最初の優先リストを発表し，ここには最終生産物，発

電機，モーターラクラ γ クV ャフト，タービ人アノレミニウム等を含んでいた。

但し，こり優先制は当初D 強制的なものではなし受注者の自発的な協力を期

順位|

第 1表陸軍調達計画の優先順位白書J当 (1940年8月)

調達項目

(AA) I (緊急時用に保留〕

A-l I Regular Army (37万5，CコD人). National Guard (23万5，000人)の装備

12，835機の飛行機生産 (1941年10月 1日までに〉と，その生産設備

A-2 I PMP (12日万人〕の 1年聞の維持，訓練桜関建設り為の稀少重要物資

A-3 I 沿岸海ト防衛(対空砲等〉

A-4 1942年 4月 1日までの18，000機の飛行機生産ならびにその生産設備

A-5 I 陸軍部D万人の装備と建設り為り稀少物資

A-5 I 同種の重要事項

A-7 I 年間18，C日0機の飛行機生産設備の建設と拡張

陸軍200万人の重要装備り生産

A-8 I 陪軍腕設の防衛関係

A-9 I 陸軍200万人以上増強の為の設備拡張

A-l0 I 重要稀少物資の試験的注文な bびに追加予備

(出所) j{瓦lber【onSmith， The Army and Economic Mobilization， 1959， p. 510 

8) John H Martin，“Present Status of Priorities，" Harvard Business Re1.!1~配.v， Spring， 
1941. p. 274 
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待するものにすぎなかった。また，この陸海軍軍需局の優先制適用を経済動員

全般と有機的に結合させるために，国防諮問委員会の下に「優先局」が設置さ

れるへここに，優先制に基づく調達機構と機能の一応の開始をみるわけであ

るが，その狙いは，草1軒目的の調達，わけても緊急度の高い軍事目的の調達の

優先 (ComeFirst)を実行 Fることであった。例えば， 1940年 8月における陸軍

調達計画の優先順位の割当は第 1表のようになっている。

しかし， 1940年末からの国防，対突援助計画の拡大は，軍需生産能力とのギ

ヤヅデ， 物資不足の顕在化による調達不足と遅延(謂ゆるボトノレネッグ問題〉を

ひきおこし，軍需向け重要緊急物資の優先リストと順位指定による自発的な優

先統制の欠陥を露呈することになった。

それは第一に，軍需調達の不是と遅延による優先順位指定の高度化，乱発，

とLて明らかになった。例えば，工作機械の調達はその殆んどが最高順位であ

るA-lランクの指定を受け，受注における相対的緊急性の識別という本来の

目的が麻痔してしまったのである。そして早〈も 11月末には序列変更，即ち

A-l 順位を A-l-a~A-l-j に再区分することになる。 また， 本請契約

への優先指定だけでは予定期日の納品が困難となり，優先権の適用を下請業者

に及ぼす必要が生じたへ しかし ζれらの修正は，何ら優先統制の欠陥を改善

したわけでな<，かえって優先制の高位乱発を助長し，机上事務の煩雑化とい

う形で包括的な優先統制という本来のH的の達成を困難にしただけであった。

第二に，調達統制機首とし亡機能する上での国防諮問委員会の制度的限界が

指摘される。陸海軍軍需局の優先指定の量と質を統制できず，他方で優先指定

を受けた軍需生産は自発性に委せるという状態で，統制権限を国家に集中して

いくことができなかったこと，統制権限の国家集中の前提をなす軍需計画につ

いてり情報・軍需生産・供給能力についての情報を充分に集中しえなかったこ

的行政命令8572号(I9~ 年 10月 21 日〕

10) 12月15日ル ズベルトは優先権適用肱大を指令したのであるが，本請契約者は下請宛に「自分
の政府契約は の優先端定を受けており，納期を守る為には貴下の型的がi主連に履行されねば
ならない。よって自分の優先田位を貴下と甲契抽にも及ぼす」という旨の書類を作成し，軍の承
認を受ければよいことになった【
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とが，調達統制機構としての小完全性を明瞭に示している刊。

これら国防諮問委員会の下での優先統制の欠陥を克服し，民間工場の徴発権

なら びに，優先統制の強制権を行使し立案し執行で き る 」 機 関 と し て ， 翌

年 1月 7日 r国防生産管理局」が設置される問。 r民主主義の兵器廠」演説

(1941年度般教書〕叩と「合衆国国防促進法J (武器貸与法〕日制定に伴う，対外

援助激増，軍需計画の肥大化にみあう生産増強のために調達統制権限の国家集

中強化が要請きれたのである叫。

第 2表 アルミニウム白優先りスト

優先固位| 優 先 項 目 リスト | 
一 一一一一 I 

A-l~Aー叫| 軍需注文全体

B-l 非常需要に向けた 1%の予備量

B-2 重要なサ ピヘあるいは最大量の生産維持に必要な施設の修

| 繕・置換

B-3 公衆安全保健に必要な製品

B-4 代用品使用による設計変更を行うと生産に重大な支障をきたし，

かっ国防生産の需要の高い標準装置の為の生産

B-5 月1，000ポンド以下のアルミニウム使用者

B-6 最終販売価格 100ドルにつきアノレミニウム所要量2ポンドをこ

えない需要者

B-7 適当な代用品生産が可能でない製品

l 三 一主な代 用品生酎河能な製品

(出所) John H. Martin，“Administration of Priorities，" R注 目 副 首iB出血目sReview， 5pr-
ing 1941， p. 422 

11) 自発刊優先制の限界は，軍需と民需の競合している生産部門で生じやすかった。その 例が
「ダグラスロツキ ド事件」であιD.M. Nel回 n，Aηenal of Democracy， The Storツ ザ

A=門 .canW耐 Production，pp. 111-112 
12) 行政命令8529号 (1941年1月 7~)o 生産管哩局の土要な任務は， Hアメリカ陸海軍及びイギリ

ス政府の軍需品需要量の調整を行う己と，口軍需調達の発注を統制すること，国軍需資源の供給
カを確保すること，伺国防生産の協刀叶巨合したi:場の徴発，回優先施策心前七をはかるιι
伺国防諮問委員会と軍との連絡調整，等であるQ

13) 乙甲教書で，援闘の形態として，武器購入賞金としてドル借款を l与えるり引まなく，現物形態
の援助を与えようとしたことは，援助の本質を知る上で注目に価する。車井昭夫，アメリカ旧対
英政策の転換とイギリスにおける財政通貨危機， ，経情論叢」第1叫者第 1号参照w

14) National Association of Manufactureの全国16国防産業管区へ自照会によると， 1941年 1
月に照会先工業家のp3%は工作機械の調達難， 45%は有哨東工不足を産業動員遅延の原因にあげて
いる。 (Newy，οrk 1'unes， July 7， 1941) 
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生産管理局の統制の第一歩は，調達難を極める工作機械ならびに，アノレコア

の 社独占的支配下にあるアノレミニウムの強制的優先制の適用である曲。 この

強制イじにより，アルミニウム生産者は翌月分の受注簿を生J産管理局に提山し，

軍需 民需双方の優先指定を受け，さらに生産管理局優先部の非常需要に備え

予定生産量の 1%の予備プールを義務化された〈第2表)0

次に， 3月12日の P-1オーダーに始まる一連の Pヲトーダーが発令され，軍

需の本請契約者(第一次受注者〕が第二次受注者に対し自動的に優先指定を行う

ことを認めた。これは，統制機構の机上事務の合理化=行政合理化と軍需調達

の迅速化・効率化を併せ狙ったものである O 倒えば，クレ ン生産者に電動機，

スイッチ，組立部品，黄銅鉱，鋳物，鍛造品等の発注に際L，A-1-Cの優先

順位を適用させ (P-lオーター)，工作機械部品生産者に合金鋼，切断機，研磨剤，

第3表 1942年の軍需調達機関の支出みつもりと優先順位による比率

(1942年2月26日現在〉

|陸 軍|海事委員会l 言十

支出み〔百つ万もドルり〕
41，011(') 11，6:::W置) 1，919 

順位による比率 1m 100 100 

A-l-a 日付 77 56 

A-l-b 12 10 42 

A 1 c 11 3 。
A-l-d 日 3 。
A-l-巴 Z 3 。
A 1 f 3 。 o 
A-l-g 4 。 。
A-l-h 1 1 。
A 1 11 2 2 

A-l-j 。 1 。
(注) (吟海軍支出でAA順位を取得している2900万ドルの支出は含まず。

(b) Navy Defense AidとTreasuryProcured Lend-Leaseを含む。
(0) このうち空軍用は大部分 A-l-a順位を取得している。

55，993ω 

100 

56 

12 

8 

5 

2 

2 

4 

1 

9 

1 

〔出所) R. EJberton Smith， The Army and E出nomicMob71ization， 1959， p. 523_ 

15) Thurman Arnold and Sterling Livingstone， Antitrust War Policy and Full Produc-
tion， Harvard Bl山 :nessRevi尻町 Sprmg1942， p. 268 
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プレス機械等の発注に際し， A-l-aの優先順位を自動的に適用させた (P-2オ

ーダー〕崎。そして，生康管理局は pォータ に該当する本請契約者に産桑議

舎〔購買契約，品~，品質，契的価格，受注入，適用した優先順位等の事後報告〉を義

務づけ， ζの産業報告をもとに経済動員に関する情報を集中管理する方向をめ

ざした。この Fオ ダ)による改苧は，軍需優先の産業再編と系列化の促進基

盤となるが，他方で優先権適用の自動化3 乱発により以前にもまじて優先制jに

よる統制手段の混乱をひきおこしているこ止は否めない事実である(第3表〕。

しかし，同時に採用きれた庫業報告制度は，ストック管理の統制手段としても

閃発されm 後にみるように，戦時生産局の統制手段の重要な柱として包摂さ

れていく。

さらに，生産管理局の事実上の拡大版として「供給・優先・割当局 (Supply，

Prior山田 andalIocation Board) Jが1941年 8月に新設きれ， これと前後して優先

制による統制の今や不可欠の補完として割当制が導入される。

Pオーダ の一環としてだされたMオーダーがその一つで，それは，重要物

資の非軍需・非重要生産部門での使用を制限し，代用品使用を促進し，効率的

な物資備蓄と退蔵に対する全般的統制jを行うことを目的にしていた18)。

また，生産管理局は消費制限・消費統制を目的に一連のLオ 夕刊 を発令し

ている。特にその中で注目したいのは，民需用自動車生産の削減による原材料

の軍需勤員，自動車生産体系の軍需転換，労働力の配置転換の狙いである。

当時自動車産業はGM，アォ ド，クライスラ一三社の独占的支配下におよ

そ850社の所有する 1，050の工場が存在し，先進的な技術機械体系の集積を行な

16) D. Novick， Anshen and Trupper， WartiJηze Pro品ICt1，凹包 Control5，1949， p. 5号
17) 代表的なものは， P-6オーダーの下に発行された「国防物音供給聞位計画J (1941，のであ

る。標準型電動機，旋回ドリル等の特殊な生産領域について担率的なス、ツクの維持(余分な集
積を生ぜず澗渇も生じなしつの為に，部分的な割当制と優先制を組み合わせた。割当は四半期蛭
の産業報告を基礎としているg 同様のオ ダーに「保健医療器具供給順位耐百」がある。なおと
のストック管理とともに代用品使用，ラザイン規格 Eの為の統制も行われた。 (Prefere沼田 Ra-
ting Order， No. 22， 1941， 9， 23) 

18) xt象品目は，アルミェウム，マグ不シウム，タ γグステソ，ネオブレンヲニッケノレ，ベアリゾ
グ鋼等であった。



7よく418) 第 110巻第6可

い， 重要原M料の的資は圧倒的であった団。 また50万人の直接雇用， 700万 人

の間接的部分的雇用が自動車関連産業でなされていたo その大量生産方式と況

格化の高度性， ならびに戦闘用兵器機械生産への転換の技術的条件の容易加)さ

等にもかかわらず I自動車生産従業員の話によると飛行機用ェンジγ の生廷

に使用しうる生産機械はたった10%しか利用されていなし、J21)という実情であ

った。自動車独占は，陸軍用のトラックを除いては，その殆んどが軍言語生皮へ

の転換を拒否し続けたのである。

これに対し，生産省理局は L-1-aオーダーに始まる民需用嵯トラック， 乗

合白動車等を中心にした生産抑制オ ダーを発し，民需生産削減と資本・労働

力・技術・原材料の軍需転換を強制していったのである問。 こうして漸ゃく

1941年末には，飛行機ェ γジγ(75%)，機関銃 (30%)，戦車・戦車部品 (80%)，

ディーゼノレエンジン (50%)，陸軍向動力部品 (100%)の軍需発注を自動車産業

が受けるようになった。

その他Lオーダ の対象となったのは，冷却器 (L-51，家庭用冷蔵庫 (L-71，

ストーブ (L-231，タイプライタ (L-54-a)， 自転車 (L-521，農機具(L-170) 

等で，それはl耐久消費財中心に350種類に及んだ。

以上，生産省迎局の統制改革を概説したが，それは，優先制度主調達統制り

基本に据える志向をもちながらも，初歩的な困難と混乱を統制権限の国家機&j，¥'i

19) 国内消費に占める自動車産業の比率は，展性鋼 (51%)，ガラス板 (75%)，装帥用皮革(68%)，
ゴム (80%)，アルミエソム (1町め，銅 (13%)，鉛 (34%)，銑鋼(18%)であっ士.

20) 米国自動車労組 GM部長 W.Pル サ←は，自動車工場が日産;500台。世J悶機を製作Lう
るとの意見を政府に提出したu その技術的条件とし亡あげ Cいるのは，ト)自動車i莱はその最大
件豆能力の五割拐を使用しているのみである，仁)現在の機械施設中，航空機生産に転換Tきる多
〈の部分がある，同よれに必要な改造は，或る種の工具，圧'i1'台等を自動車及UIiむ空機発動機製
造に共通な機械に附加するにすぎない，伺混在全桜能を発揮していない大車体工場町金属プレス
施設は，契及び桜体のプレλ 用に改造しうる，等であった。 くBwiinessvVeek， 1941， 1， 4) 

21) Tolan Committeeの報告(1941，6)， CLabor Research Association， Labor Fact B岬ん

6， JJ. 42) 
22) 軍需転換に際し，生産管理局は産業諮問委員会方式を利用し，巨大30社の自動車産業の賢*，京

集団である「自動車製造協会 (Au旧日obIleManufac四 reAs田口ation)Jを組織させた。民需
用自動車生産目完全禁止は戦時生産局になってからのことである。
L-2呂九ータ (1942フ 1，21)乗合自動草生産自完全禁止
L-3-fオーダー( グ 〉軽トラック生産の完全禁止
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への集中と重要物資の割当統制で補強された P，M， L~ ーダ一等の優先統制

の修正によって解決をはかろうとしたものと言える。乙の経過はまさしく，第

一次大戦期戦時産業局長官であった M ノミノレチも述べたように「よろめきなが

らの前進 (afaltering ;step forward).Jであった。

しかし， 1911年 12月のハ ノレハ パ を契機にした軍事計画・軍事生産港行

の急迫化は，調達統制J機構のあ何方を一変きせ，統制権限集中のふ層の強化の

ために，翌年 1月 7FI， 1-戦時牛産局 (WarProduction Board， WPB)Jが設立さ

れる問。戦時生産局に附与された権限の概容は以下の釦〈であった。

付) 戦時生産局長官は軍需生産に関し，連邦各省ならびに政府代理機関のー

切に対し，その政策・計画・方法を決定する。

(ロ) この軍需生産事項は，資材購入，軍需契約，工場建設拡張， これらに関

する金融等のすべてを含む。

り 陸海軍軍需局は，報告を大統領になす場合，長官の手を経ることを必要

とする。

判長官は一切の軍需生産計画の内容を点検し，その変更を命じることがで

きる。

これらの強力な統制権限を備えた戦時生産局の手でとられた新たな調達統制

子段が I強制j的生産要求計画」と「統制物資計画Jである。

「生産要求計画」は， Pオーダ 士基礎に発展したもので，当初は自発的な形

態をとり，産業報告による情報をもとに需要供給計画をたて，重要物資の割当

と優先指定を行っていた則。 しかし依然としてかなりの重要物資が優先統制の

23) 砂舟生産局を中心に戦時動員の包括的統制機構として，経済国防局人的資幅委員会臨時')J
働局ー戦時労働委員会曜時海運局・国防住宅局 戦時運輸局戦寺情報局経許安定局苧が新
設され，ニューディール期目諸担堅守高等の平時における統制機関の戦時動員も進展する園復興金融
会社 (RFClは「国防設備会社」契約， I国防資材供給会社|契約， Iゴム貯蔵会社J契約等
を通じて軍需産業金融に大きく貢献した， (1942年 7月現証，戦争保険会社7 直接信用を官め110
億ドノレ〉。契約による融資は設備資金にのみ閣するものであるが， 極端な場合は年1ドルという
低金利の国家賛金である為に，私的独占はこれと民間金融を結合させた上で十分な超蛍保障を宝
けとっている。
また，紗舟融関の新設は，統制静止梓=官慌機構の肥大化と統制業務u無政府性，麻陣現象をο

きおこし， I統制j手段の統制J0)晶に1943年5月，戦時動員局が設置される。
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外部で流通し"う他方で優先順位指定のインフレ化が号|き続いていたため，戦

時生産局は1942年 6月 I優先規制第11号」を発L-C.，これを強制化させる措

置をとったのである。 その内容は， 重要金属を 5，000ドノレ以上使用ナるプラン

トに対し， 四半期毎に PD-25A形式による産業報告を義務づけ， これを戦

時生産局資材金属各課に集中し，金属総需要を分析し，軍事優先の立場で需要

総額を総供給に一致するまで低減させ，その上で強制的に優先割当を各プヲ y

トに認可していく，というものであった巾従来の優先順位はこの際禁止害れ，

代りに「計画」の枠内での順位指定により順位のインフレ化を防ぐことが意図

された。 こうして，最初の PD→25形式の産業報告用紙が32，000のプラ γ トに

送付され， 第 2四半期の実績と第 4四半期の金属需要が調査され， 15，000のプ

ラY トが「計画」に基づ〈適用を受けることになった。

「生産要求計画」の目的は「自市な経済制度」と何ら矛盾抵触しない優先制

度を，割当制を併用しながら機能させることにあり，その前提として，重要物

資を基礎にした産業報告制度の強制的実施の中で情報を集中することを通じ効

率的動員に向けた統制機構の統制也=行政合理化をめざすことにあった冊。 こ

の「計画」の本質的契機がまず，情報・割当統制権限の国家機構への集中によ

り，私的独占に対する「統制」行使の条件を鉱大せしめたこと，このことが実

は，優先的な剖当調達をめくる私的独占聞の競争を組織し，私的独占の経営合

理化と軍需産業主体のλ クラップエンドヒツレドの強行へと導かれざるをえなか

ずノたことは当然のこととして子想される。

しかしながら産業報告制度と重要物資の分配統制の結合によるこの「計画」

24) I国防物資供給順位計画J CP'6)→PD-25 →CP'29， PD'79) →「自発的生産要求計画J
(1941， 12) →PD， 275 (金属)(1942， 2) →「強制的生産要求計画JCPD'25A， 1942， 6) 

25) 金属の消費と需要に関する産業報告 (PD，275，1942， 2， 1)が， 全体の 90%以上をしめる
11，α)0<0製造業者を対象に行われたが，これによれば， 1941年第4四半期においても金属消費の
50弘前後は，いまだに優先指定を受けずに流通していることが明らかになった。

.26) 生産嬰求計画」の提唱者である D ノ ヴ 4ツクは， I計画」により「もはや，優先淵頁位は
実際の金属供給を乙えて適用されないし，順位Dインフレ化を招〈調達競争も起こらないだろ
フ。この社画が予想どおり機能すれば 優先制度は実情にかなった動員制度になるだろう」と
述ベている。 D.Novick， Anshen and Trupper，φ cit.， p. 116. 
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も，実は，軍事計岡に基づく軍需調達計画と有機的に連関せず，個々のプヲ γ

トは調達に向けた最終生産物り産出計画にではなく戦時生産局の各金属課に結

びつい亡割当主受けるために，軍需生産の有機的体系が形成されず，軍事計画

の急激な変化がある場合p 対処できないという，動員手段としての致命的な欠

陥をもヮていた。陸海軍の調達機関は「計画」によって割当てられる重要物資

の水準と無関係に調達契約を結ばざるをえなか司たLペ生産者の受注簿は依

然，高順位の軍需契約で満たされていた。

このために『計画|は実施三ヶ月にして廃棄される破目になり，これに代る体

系として. r修正生産要求計画j，rWarrant Planj， rCM方式J， rMaterial 

Allotment Planj， rSteel Quota Planj等が検討されたが， 11月2日， 最終

的に「統制物資計画」が採用されることになった。

「生産要求計画』を代位するこの「計画」は，

引 r統f刷物資j (カーボン，合金鋼z 銅，しんちゅう，アルミニウム等〕に指定

された基幹的な生産物資の需給バランスを保つこと。

(同 軍事，輸出，重要民需の諸計画を協同調整させ，また戦争勝利の為に生

産増強が不可欠になる場合には生産資源の産出にむけ必要な措置をとり，

「統制物資」の需給ハラ Y スを維持する ζ と。

付 鉱山から最終生産物にいたるすべての生産工程で，需給のとれた最大限

生虎を行う為に，最終生産物計画にリンクされた生産計画をもっιと。

←) 経済の全分野で所定の生産水準の確保に向け継続的な生産と物資の分配

統制を行うこと。

帥 「統制物資]を全生産工程・生産計画の共通の基準・尺度と Lて考え，

これを通じて軍事生産計画全体を現実的な規模まで削減するこ E。しかも

最終生産物計画に垂直的に照応きせながら削減すること吹を狙った。

27) 陸軍は当初から ζ の「計画」に反対し，戦時生産局との抗争をさ bに強めた。両者の抗争は，
そもそも1942年 5月20日に陸海軍軍需局が新しい檀先体系 (AA-l-AA-4，AAAの道入〉を
開始したことから始まっている。R.ElbeIton Smith， The Army and Economic Mobiliza 
tion， pp. 523-527 

28) D. NovIck. Anshen and Trupper，ο)t. cit.， p. 166 
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このような目的をもっ「計画」の実行の為には当然戦時生産局の機構改革と

集権的な行政計画を行いうる調達税制J諸機構の一本化が必要なわけで，陸軍省

・海軍省・海事委員会・レンド子ース局・経済福祉局・民需局・ゴム統制局・

戦時運輸局・国防住宅局・戦時石油行政局等の戦時調達の申請機関によって構

成きれる「申請安員会 (Require口 entsCommittee)J が設立され， ここに軍事・

輸出・重要民需計画が集中されることになわ，従来，調達諸機構の無政府的な

調達競争によってひきおtされた統制手段の麻痩現象がさらに上部への統制権

限集中によって克服される見通しがつくことになった。他方，戦時生産局に新

設される「統制j物資課Jが産業報告に基づき四半期毎の「統制物資」供給量の

調査を行ない，申請委員会が出す総需要計画をリンクさせ検討することにより

「統制物資」の需給を 致させ，全体として軍事計画等の需要計画と産業分野

での生産計闘が策定される。 r統制物資課」は生産に関する情報を集中するだ

けでなく r統制物資」の劃当の調整と効率化の為の行政指導を行ない，さら

に「統制物資」の噌産対策をも行なうが r統制物資」の割当方法は r生産

要求計画」とは違って，需要計画が承認されればこれに基いて申請機関が本請

契約者に割当て，さらに彼が下請，第二次契約者に割当てるという具合に生産

工程の垂直的なノレートを通じて行われた。但し r統制j物資」を韮直的に割当

ζることが困難な特殊生産領域間には「生産要求計間JT採られた水平的割当

方式が再導入 Zれた。 (r統制物資計画」のAクラ入と Bクラスへの分離。〕

「統制物資dl画」は発表されてから七ヶ月余に及ぶ準備を経て，実施される

が， その後，いくつかの修正を受けながらもその基本的性格を維持しつつ戦争

終了まで有効な調達統制手段として機能し亡 L、くのであった。

「生産要求計画」を含む従来の優先割当統制と， ζ の「統制物資計画」の異

なる点は，まず統制物資Jについてはこれを完全な割当統制下にお〈二左，

29) 特暁な生産領域とは，農機具，バッテリベアリング，ボノレト，ナット，電動クヱネレータ
，ラジエタ ，工作機械，電動機，ポンプ， ギア ， タ ピン， ハルフ等であり， 大日Iする

と，数千の既路をもって市場に出される民需最終生産物，工作機械と装置設備，統制物資を牛ー産
物単位あたり晶、監使用するもの，受住生産を行わないもの，である。
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即ち戦時生産にとり基幹的である ii統制物資』の分配は

よって影響を受什るべきではない」叫ということであった。

優先順位制度に

したがって旦申

請委員会が鮒， 合金量間， アノレミニウム等の所量の割当を軍事・輸出・民需の，1

画にとり必要であると裁断すると， 調達契約はすべて同等の優位性をもち， そ

の意味では， 「計画」が全体として排他的な優先権を取得したのである。

また， 「計画」は需要計画と調達統制機構を再編合理化する契機として数段

高い機能をもっていたことは前にもふれたが， これを別の視角でみると p 「計

画」はまず，経済動員における系統的な供給の方策とその費用分析の条件を作

ったことである配。 Fオーダー以降， 「閏防物資供給順位計画J， 「生産要求言l

画J，i統制j物資計画」へと変遷し発展してきた産業報告制度は， この「計画 1

の段階では，単に物資割当，優先指定の為の情報管理手段にとどまらず i費

用効果分析」の明確な情報としても機能するのである。 E主桑卓会而Eをゐ在-1r.，

あるいは「費用分析課」の業務それ自体は，生産・供給の系統的な統制と調達

ゐ会ゐ会角会走全土ら「時半目白 fOC合会:， i:手iiらもii ;6~32)， ，::.ゐ生産・

供給計画が申請委員会を介する需要計回に包括的にリ Y クされるとき，それら

部))日 Novir:k，Anshen anrl Trllpper，ηρ r:/t_， p_ 170 
31) 1941年に，生産管理局購買部に「費用分析課 (CostAnalysis SectlOn) Jが設置さオ山 1942年

4月25日には，陸応軍P戦晴生産局の同意で，陸1海軍価格調整聞の実情調査機関として 新たな
「費用分析課 (CostAnalysis Section)Jが改設されている。

32) Pオ タ 以降の生産管理L局>.戦時生産局によ η て行われた産業報告(1941年2月"，1Cl4fi年
9月〉は， 4，083通にりぽり(うち2，397通は再発行)，第一次大戦期に戦泰寺産業局 (Warlndusト
trial Board)が剖9亜の産業報特を行わせ宍のに較べ，非常に多〈なっている。またその内容は
企業の生産能力3 生産実民生産計画，出向7 在庫，発受注等，戦時生産局が政策作成を行う為
の情報の獲得を相 η 介ものから，事実上産業統制Iの為の行政手段の役割を果しているものま?
あった。 (D.Novick and George A Steiner， W凶印nelndustrial品atistics，1949， :r;:予p.42-
53)また 当時軍需調達による不11潤の統制は，法人所得耕超過利得親等の課税措置に土ゐ上り
も，調達価格設主に際しこの費用と適正利潤の規制による方がよいとされていたため，契乱時の
調達柿格統制即お「再調整 (Renc[;otiation)_1は重要な意葺がもつことにな勺たE 価俗調整局
の行う調達価格設定基準の確定に際し. r費用分析課|の機飽が尊重されたことは言うまでもな
いe 師格調務局は職時中に118，062件の再調整令行っているが 例えば海軍師日協調整局だけでも
350人の職員を擁し，その行政費用は5，6日，450ドノレにのぼったが，それでもそれはz ここで再調
蒋された調達価格決定による政府への涼制額の 0.2%をしめたにすぎず戦費負担の軽減に貢献
している。しかし，このことが財政合理化とともに，再調整基準による独占的優良企業へり契約
取得という経過から，より「厳格な Ii詞達選別基準になったことは注目しておかねばならない。
(Norman C. Parkin， .. Control of War Contract ProfIts，" l-!aπard Business Review， Vol 
24， 1948， pp. 230-234) 
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は費用と効果の連関性を問題にする前提条件となる。事実， 申請委員会の下で

は， 一種のプログラム別予算が作成されているのであり，戦時目的に刈する需

要の優先制による配置と， ιの為に必要な経済的諸資源動員の情報集中，費用

分析がここで結合されている。換言すれば， この「プログラム別予算」は， 直

接にはドノレに結びついていなかフたが， この編成により，膨大な戦争負j旦に作

う財政・通貨危機を克服しつつ，戦時経済動員と戦時目的の効果的な達成をは

かってい〈条件を形成したもの εある， と言えよう。

III 

D ノーヴィックは， i戦時下生産統制」にお円る手段選択の基本的目標とし

て，次の三点を指摘している。

併) 産業制度における慣習の最も少ない崩壊。

(ロ) 政府における行政的負担の最大の経済性。

十台 戦時生産の最大限達成という単一の目的に向けた， すべての政策・諸機

関・諸決定の効果的な共同問。

即ち白白ま急治制度J を長夫r'Ì!ui::生ふ L 丘 jj~~ ， 戦会負車とよ名助金・

五主食t議よら会良を白金ι-n、<:lら f~fi，吉元命!主虫ゐ自家機構よら主主4コ，合舟
長会主化おま近、ι.:.t ~~~詰主主出企走桑動員I:!歳時自由らさ成 1:: t ~モネ心夫も

あることを指摘しているの己ある。

この際， 注目したし、りは，統制J権限の国家機構への独出，行財政合理化が戦

時動員の重要な前提であることには疑いを容れないが， この統制権限の集中強

化過程が「自由競争の 般的枠組」を破壊してはならない， としたことであり，

現実にも，第二次大戦期の統制手段開発の過程が， 「自由競争の一般的枠組」

を維持・拡大する方向で進展したことである。

当初， 調達制度に優先統制が導入きれたこ Fば，経済活動の急激な崩壊をも

たらさずに戦時動員の流路を切り拓ょうとする政策的怠図に基づいていること

33) D. Novick， Anshen and Trupper， o.ρ cit.， p. 19 
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第 5表 調達機関の軍需計画(実績)1940年 7 用 1 日 ~1945年 8 }j31日

(単位低ドノレ〕

項且

軍需計画総計

飛行機

船舶
武

i計 1|1141|山 11|IM211M311制限531

J3，158] 36] 178] 574| 同 2] 制]574 

4481 41 131581125116日 83

412 4 19 134 60 

99 1 4 18 I 32 29 15 

181 1 4 27 i 49 58 42 

203 2 13 48 59 50 31 

107 × 2 J.5 31 37 22 

395 9 26 69 1口3 109 79 

断]3回|叫即|即
82 1 13 35 20 7 6 

79 1 8 29 27 10 4 

107 3 18 51 24 7 4 

25 1 5 7 8 3 1 

21 2 5 5 6 2 1 

:49T-;-z;-]一回i 16 

605 4 19 63 147 211 161 

106 1 4 15 28 35 23 

58 。 3 12 18 17 8 

33 1 3 14 11 3 1 

121 1 6 22 29 39 24 

76 × 8 16 20 23 9 

判 l判 m|叫 2お」

銃砲類

器 |弾薬

装 I 'iR 車 ・ 自 動 車

|辺信・電干計算機

的 lその他の装侃l

¥cy  m二コ玉司7工
工政

府
資
金
融
資
の
建
設

場

産業用機械型1Wi 
非工場・軍施設

住宅等施設

その他の建設

(小 m 
軍支払く給与・移動〉

訓| 民間支払・連邦戦時機関

武|農産物買付(輸出向〉

|海外買利

器|輸送等

類 |その他

〔小 Hl

×同日 5，000万ドノレ以下

(出所) Civilian Production AdministrationσNPB)， The Production Statement， 1947， 5. 1 

を示していたし， この簡単な優先制が統制j手段と Lては機能麻痔を起さざるを

得ないほどに戦時動員が急上昇し(第5表参照)， この為に一段と強力な権限を

集中していったPオーター以後「統制物資計画」に到る過程は，重要物資を軸

にした割当統制lによって優先制が補完されていく過程でもあるが，それでも，調

達契約を締結するか否かは，依然として生産者の謂わば「自由」であった。こ
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こでの統制手段開発のありみは， 戦時動員に向け， 営業権， あるいはこれに基

づく競争の自由に対して，国家がこれを直ム接的に規制したり，介入するのでは

重要物資の配分方式を行政機構が把握する，という形態をとっていたなくて，

ことにその大きな特徴があったと言える。

しかしそうは言勺ても，重要物資の割当統制j権限の国家への強力な集中は，

調達取得の可能性をもっ私的独占の側からすれば， 調達機関の需要計画に基づ

統制物資の割当を獲得することは，初期の優先制にお

けるよりも 段と死活の重要性をもってくるわけで，私的独占は調達取得をめ

ざし激しい競争戦を演じたL-，調達基準により有利なように企業合理化運動を

強力に展開することを余儀なくされた。 r統制物資計画」に対しては，私的独

占からの強力な反対を受けたのは， この意味では当然であった。例えば自動車

独占は，当初からこの「計画」が従来の作業体系 (WorkingProcedure) 

〈契約を実際に取得し，

を根本

あるいは「計画」実施の行政指導に

新たに数千人の職員補充を必要とするのではないか， という口実で， むしろ

的に破壊させることになるのではないか，

「生産要求計画」の方が，ましな統制手段であることを訴えているヘ l計画」

ヘの進展過程は，私的独占に対する統制力強化の過程だったのである。

こうしてみると，重要物資の割当統制権限の国家機構への集中過程は，なる

ほどそれ自体としては何ら首業権主侵甘ものではなかったが，実質的には，私

的独白白蛍業権が国家に集中されていることは事実であり，営業権確保をめさ

+a由主占ゐ歳台主主夫む1-，ミゐ最争を血縁hU己土:モ'iilti与動員会止

i'0"~走 io~it舟 AI主去ら走じ、。食生命成自らcþも君主品j圭長ゐ同年痔 üì会L 主

ものは，実は自由な営業に基づく生産の無政府性を反映していたのであり，私

的独占の営業権をさらに上部に集中することにより克服しようとしたのが統制

権限の国家集中過料であり r統制物資計画」であった。

このことはまた一方で r統制物資計画」が統制物資の垂直的な割当を行う

ように規定されたために，調達機関と本請契約をとれる立場にない非独占中小

34) Ib試， p. 175. 
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零細企業にとって営業権の致命的な打撃となってあらわれた。何故なら，統制

物資の垂直的な割当は，本請契約者(私的独占〉の非独占中小零細企業に対する

統轄権の確立を意味し，低劣な条件での下請再編成を受けいれるか， さもな円

れば営業権の完全な破壊を被るか， のいずれかを余儀な〈きれたからである制。

統制手段開発過程が私的独占の調達取得競争を組織し， このことによって企

業合理化と蓄積基盤の拡大を勝ちとってい〈経過，あるいは非独占中小零細企

業の下請再編化を含め軍需独占を主体にした産業基盤の再編成が進行してい〈

経過，さらには「徴兵さもなければ産業徴兵」のイデオロギーで労働力強制優

先制部〉を適用され， 労働強化と労働力流動化が促進されていく経過と背景は，

次稿にまたねばならないが，小論の最後に検討しておきたいのは，国家の調達

統制機構と私的独占の関連である。

国家の調達統制権限の集中，あるいは統制手段の国家独占が調達取得，調達

価格，さらには重要物資の優先害j当を利用して私的独占の営業権を部分的にで

あれ剥奪し，私的独占の競争を組織してい〈のであるが， これを行使する官僚

機構が私的独占に支えられ癒着しているのである。 1942年 1月のトノレーマ γ 委

員会〔下院〉の報告は生産管理局に255人の 11ドル官僚 (dollar-，a-year-man)J と

631人の「無報酬官僚 (working wit加 ut、∞mpen回加の」が私的独占かb直接派

遣されていると述べているし， 独占団体からなる多くり「産業諮問委員会」町

は経済動員に関する情報を「集中し分析し政府勧告する」としヴ形で統制機構

との癒着をはかコていた。

35) 中小企業に対しては， 1生産要求計画」が突?折行された時期に
Plan"カがミi出封され， ，統制物資計画Jにはその“SmallOrder"が予定されたが，事実よは， 統
制の枠外におくことに政策の中心がおかれ，“SmallOrder"田広汎な適用も1945年の末までな
されなかったョ また 1942年， “The Smaller War Plants Corporation Act" によって 1億
5，仰0万ドルの資金をもっ「戦時中小企業会社jが戦時生産局白下に作られるが，これは中小企業
の軍需生産を援曲するという名目で，独占に再踊ピルドされる中小企業の合理化資金り供給をめ
ざすものすあった。

36) ，戦時人的資揮委員会 (TheWar Manpower Commission)J は， 1942年9月，緊急部門の
労働力不足緩和の為に，労働者啓勤に調する優先制を施"'，重要産業への労障者白檀先割当を行
うζ とを決めた。

37) D. M_ Nelson， Aγ'senal of Democracy， The品oryof Ame口 'canWar Proa弘ctlon，
pp. 330-345 
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国家独占への統制権限の集中， あるいは営業1韮の国家独占への移譲という事

態は，そもそも国家独占が私的独占の独占的協定に基づいていること， この意

味で，国家が私自虫占泌千七ゐ利金を無制約に保障することは，調達取得をめぐ

る私的独占相互の競争にもみられるように，ありえないことではあるが，他方

で，国家独占が私的独占の利益あるいは営業権を有定し敵対的な統制!を行弓乙

とは絶対にないとみてよいこと， を示している。例えば国家独占による調達価

格決定は， 「適正な費用と公正な利潤」を前提にした統制であり， 乙の前提に

なる基準が選別基準として調達競争場裡にあらわれるのである。

由~企占らi主JÌIH主主主 ii ，:、丘二政~f~f主成1IÌu~主主主 fl:， i会舟一予告来ぅ子治J

f~ 土:士事支出走:主主を主えら 1えるらもiG ，商品jf;:J;，ミ産業象会自主止とら

ま点E童会合 i:" 走。 E主夫ま単品会~t色f~{* !j舟E長・逼~1全五郎主，負露骨$~t L-

t産業動員合商~局主告自己抱ふとま :h i。童会4討会をキIf..，、正じたi~主動員己

おける資源配分と，財政・通貨危機を反映した資金配分が結合されて，乙乙に

国家独占の統制j基準が形成されるのである。

簡単な優先制度から「生産要求計画J，i統制物資計画」へと変遷する統制手

段開発過程は， この意味で， 国家独占の統制基準形成過程でもあった。

「統制物資計画Jは， 連邦政府機構改革の手段として採用された PPBS

(Planning， Programming and Budgeting Syst田〉の起源として注目されているが，

その採用が，

マー

~。

ドル危機の爆発する1960年代であったことは極めて象徴的であフ


